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14,760 戸 14,900 戸 13,740 戸 18,160 戸 11,680 戸 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

【アンケート調査結果の概要】 

《問１》空き家になった要因は、どのようなことですか。（回答数 120※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家に関するアンケート調査 

【調査方法】市で把握している空家等から３００件を抽出し、所有者等にアンケート

調査票を郵送により配布及び回収 

【実施期間】令和６年９月１日～１０月３１日 

【回収結果】実送付数 297 件（郵送返戻３件）⇒回収 100 通（回収率 33.7％） 

2

10

12

2

8

4

8

2

36

36

0 10 20 30 40

無回答

その他

老朽化のため使用できなくなった

住んでいた人が新築等により、他の住宅に転居した

高齢のため親族等との同居するため、転居した

住んでいた人が施設入所、入院したため住まなくなった

賃借人が転居した

転勤などで⾧期不在となった

相続により取得したが、住んでいない

住んでいた人が死亡した住んでいた人が死亡した

その他

未記入

相続により取得したが、住んでいない

転勤などで⾧期不在となった

賃借人が転居した

住んでいた人が施設入所、入院したため住まなくなった 

高齢のため親族等との同居するため、転居した 

住んでいた人が新築等により、他の住宅に転居した 

老朽化のため使用できなくなった



 

《問２》空き家の状態が続く理由は、どのようなことですか。（回答数 20７※複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問３》今後の活用について、どのようにお考えですか。（回答数 156※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

27

2

30

16

20

10

8

4

44

34

10

0 20 40 60

無回答

その他

特になし

空き家を除却すると、土地の固定資産税が上がる

相続等で取得したが、使用者がいない

空き家の中にある家財等の処分ができない

相続人が決まらない

対処方法などの相談先がわからない

賃貸したいが、賃貸相手が見つからない

売却したいが、売却相手が見つからない

解体・修繕費用をかけたくない

将来、使う見込みがあるため現状のまま維持する

4

18

4

6

55

2

57

2

4

4

0 20 40 60

無回答

その他

予定なし

親族（子・孫）に相続させる

解体したい

改修したい

売却したい

賃貸として運用したい

倉庫・物置として使用する

自宅として居住する自宅として居住する

倉庫・物置として使用する

賃貸として運用したい

売却したい

改修したい

解体したい

親族（子・孫）に相続させる

予定なし

その他

未記入

将来、使う見込みがあるため現状のまま維持する 

解体・修繕費用をかけたくない

売却したいが、売却相手が見つからない

賃貸したいが、賃貸相手が見つからない 

対処方法などの相談先がわからない

相続人が決まらない

空き家の中にある家財等の処分ができない

相続等で取得したが、使用者がいない

空き家を除却すると、土地の固定資産税が上がる

特になし

その他

未記入



 

《問４》釧路市では、弁護士会や司法書士会、宅建協会などの専門家６団体が相談に

応じる「空き家無料合同相談会」を開催しています。相談をお受けできる内容は「空

き家の売買、解体・改修、相続や法律問題、不良空家等除却補助の紹介など」です。こ

の相談会についてお聞きします。（回答数 104※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問５》空き家無料合同相談会で相談したいことは、どんなことですか。 

（回答数 147※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

22

16

12

6

26

12

0 10 20 30

無回答

その他

特に相談したいことはない又はしたいと思わない

知らなかったので、今後参加したい

知っていたが、自分で専門家に相談しているので、参加してい

ない

知っていたが、都合が悪かったので、参加していない

参加したことがある

18

8

12

32

27

4

10

2

34

0 10 20 30 40

無回答

その他

特に相談したいことはない

不良空家等除却補助制度等の補助制度の相談

空き家に関する除却・改修工事事業者の紹介、工事費の相談

空き家に関する法律問題の相談

空き家に関する相続・所有者特定等の相談

空き家の改修工事等の助言

空き家の売却や貸付に関する相談

参加したことがある

知っていたが、都合が悪かったので、参加していない
 

知っていたが自分で専門家に相談しているので参加していない 

知らなかったので、今後参加したい

特に相談したいことはない又はしたいと思わない
 

その他

未記入

空き家の売却や貸付に関する相談 

空き家の改修工事等の助言 

空き家に関する法律問題の相談 

空き家に関する相続・所有者特定等の相談 

空き家に関する除却・改修工事事業者の紹介、工事費の相談 

不良空家等除却補助制度等の補助制度の相談 

特に相談したいことはない 

その他 

未記入 



 

《問６》空き家の管理は行われていますか。（回答数 102※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問７》空き家の管理を行っていない理由をお聞きします。（回答数７０※複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

48

30

0 20 40

無回答

その他

管理を行っていない。→問７にお進みください。

日頃より管理を行っている。

14

8

19

29

0 5 10 15 20 25 30 35

身体的な理由により管理が難しい

権利関係が整理されていない

管理費用の捻出が難しい

空き家が自宅から距離的に遠い

日頃より管理を行っている 

管理を行っていない→問７にお進みください 

その他 

未記入 

空き家が自宅から距離的に遠い 

管理費用の捻出が難しい 

権利関係が整理されていない 

身体的な理由により管理が難しい 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


